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この助成事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています 

 

 
【事業実施主体】 

公益社団法人びわこビジターズビューロー 

 

【書類の提出方法】 

■ツアー催行前：「利用申請書」の提出             
○提出期間 

令和８年３月１８日（水）～令和９年１月２２日（金） 

 

○提出方法 
E-MAILで下記まで提出。（ antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp） 

 

○問合せ・提出先（事務局） 
〒520-0043 大津市中央三丁目4-28 

 滋賀県旅行業協会 担当：前田、嶋岡 

antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp 
TEL ０７７－５２６－３２３９   

[土日祝除く１０時から１６時まで] 

 

■ツアー催行後：「実績報告書兼助成金請求書」の提出           
 ○提出期間 

令和８年４月１日（水）～令和９年２月１２日（金） 

 

○提出方法 
E-MAILで下記まで提出。（ antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp） 

 

○問合せ・提出先（事務局） 
〒520-0043 大津市中央三丁目4-28  

一般社団法人 滋賀県旅行業協会 担当：前田、嶋岡 

TEL ０７７－５２６－３２３９ [土日祝除く１０時から１６時まで] 

      E-MAIL （ antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp） 

※申請期間を過ぎて提出された場合は受理できませんので、時間に余裕をもって 

申請してください。 

 

 

 

 

 

 

滋賀魅力体験観光バスツアー助成事業 
 

募集要領 
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(1) 目的  

 現在実施している観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」といった好機を生か

し、観光需要の喚起や県内周遊の促進につながる取組を強化する必要があることから、全国から

の観光誘客を推進するとともに、観光リピーターや滋賀ファンを拡大し、観光消費の増加や消費

単価の向上等による地域活性化を図るため、県内の旅行事業者等による滋賀の魅力を体験しても

らえる観光バスツアーの造成を支援する。 

 

(2) 催行期間  

 令和８年４月１日（水）（出発日）～令和９年１月３１日（日）（帰着日） 

 

(3) 助成対象者  

下記ア～ウのいずれかに該当する事業者が対象となります。 

ア 滋賀県旅行業協会またはびわこビジターズビューローの会員で、旅行業法に基づく登録旅 

行業者（※１） 

イ 滋賀県内に事業所等（※２）を有する登録旅行業者 

  ウ その他、事業実施主体が認める者 

 

※１ 登録旅行業者・・・旅行業法第３条の規定に基づく登録を受けている旅行業者 

※２ 事業所等・・・支店、営業所、その他事業実施主体が認められるもの 

   

(4) 参画要件  

助成対象者が本事業に参画するには、本事業の利用申請書の提出時に誓約書を提出する必要があ

ります。 
 

(5) 対象となる旅行形態等  

【旅行形態】 

 ○募集型企画旅行 

 ○受注型企画旅行 

 ○手配旅行 

 

【宿泊、日帰り】 

 ○宿泊旅行 

○日帰り旅行 

 

(6) 助成額  

 

項目 金額 

①宿泊旅行  （１泊あたり） ※上限 ５０，０００円／台 

②日帰り旅行 上限 ２５，０００円／台 

③追加助成 

※湖上観光（クルーズ、遊覧船、屋形船等）

をツアーに組み込んだ場合（別表３のとお

り） 

１，５００円／人 

※ ①については、１泊あたりの助成額とする。 

※ ①・②については、バス代金の支払額（税込）を上限として千円単位で助成する。 

※ ③については、ツアーに参加した人数を乗じた金額を百円単位で助成する。 
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(7) 各旅行業者の助成上限  

１事業者あたり下記の金額が上限となります。 

■１旅行事業者あたりの助成上限       ３，５００，０００円 

※当該年度予算額に達した場合には、その時点で事業を終了する場合があります。 

 

【助成額の考え方】 

（例）Ａ旅行会社が以下の３プランを催行する場合 

・ツアー①（宿泊バスツアー１泊２日、大型バス３台） 

   バス３台 × ５０，０００円 ＝ １５０，０００円《Ａ》 

 

・ツアー②（日帰りバスツアー、中型バス３台） 

   バス３台 × ２５，０００円 ＝ ７５，０００円《Ｂ》 

 

・ツアー③（宿泊バスツアー２泊３日、中型バス４台、湖上クルーズ組み込み（参加者９５人）） 

   バス４台 × ５０，０００円 × ２泊 ＝ ４００，０００円 

   ９５名  ×  １，５００円      ＝ １４２，５００円 

   小 計                    ５４２，５００円《Ｃ》 

⇒ 《Ａ》＋《Ｂ》＋《Ｃ》＝７６７，５００円 

 

(8) 助成要件  

本事業の助成対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。 

①貸切バスの利用 

バス事業者が保有する貸切バス（※）を利用するツアーであること。 

※ 貸切バスは、一般貸切旅客自動車運送事業において許可を受けた 

「大型車」、「中型車」、「小型車」に限る。 

②参加者数 貸切バス１台あたり原則８名以上の参加者があること。 

③宿泊 
滋賀県内のホテル、旅館等の宿泊施設に宿泊すること。 

※ 旅館業法に規定する旅館業を営む施設で提供される宿泊 

④観光周遊 

・滋賀県内における『有料観光施設』（※１）、『ロープウェイ・ケーブルカ

ー・リフト等』（※２）、『県内飲食店での飲食』、湖上観光（※３）のい

ずれか１か所以上を旅行の行程に組み入れること。 

・上記要件を満たす場合、滋賀県外の観光地等が行程に含まれるツアーについ

ても助成対象とする。 

※１ 有料観光施設：別表１のとおり 

※２ ロープウェイ・ケーブルカー・リフト等：別表２のとおり 

※３ 湖上観光：別表３の通り 

⑤湖上観光 

（追加助成対象） 

湖上観光（※）をツアーに組み入れた場合、追加助成の対象とする。 

※ 湖上観光：別表３のとおり 

⑥助成対象外 

次に該当する旅行は対象外とする。 

・国、地方自治体が実施する視察、会議、研修旅行等 

・宿泊をともなう教育旅行（日帰りの校外学習等は対象） 

・滋賀県補助金等交付規則第４条第２項各号に該当する者（暴力団等）が発注

する旅行等 

・他の補助金・助成金を受けて実施する旅行 
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（9） 各種手続きの流れ  

 

 
 

 

（10） 申請について  

① 期限・書類・提出先等について 

 ツアー催行前 ツアー催行後 

a.提出書類 
・利用申請書（様式第１号） 

・上記書類に記載のある必要添付書類 

・実績報告書兼助成金請求書（様式第３号） 

・上記書類に記載のある必要添付書類 

b.申請方法 

E-MAIL 

 antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp 

（※注１） 

E-MAIL 

 antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp   

（※注１） 

c.提出期限 

令和８年３月１８日（水） 

～令和９年１月２２日（金） 

※下記の期間内に提出すること。 

○募集型企画旅行 

…ツアー予定日の２週間前から１週

間前までに提出 

○受注型企画旅行・手配旅行 

 …ツアー予定日の２か月前から１週

間前までに提出 

令和８年４月１日（水） 

～令和９年２月１２日（金） 

※ツアー実施後、２週間後までに提出 

d.提出後の 

対応 

・滋賀県旅行業協会において、利用申 

請書の内容を確認し、事務局回答欄 

を記入した上で、返送し、受付完了と 

します。 

・滋賀県旅行業協会において、実績報告書 

兼助成金請求書の内容を確認し、不備等 

がなければ助成金を支払います。 

※不備等がある場合は、滋賀県旅行業協会 

より記載内容等の補正を依頼します。 

e.助成金 

支払時期 
― 

・実績報告書兼助成金請求書提出日の 

翌月末頃 

書類提出先 

 

滋賀県旅行業協会 住所 〒520-0043 大津市中央三丁目４-28 

（※注１） 現在Webから直接申請するシステムを構築しております。 

     システム完成後はWebからの入力となります。 

（詳細は後日お知らせします） 

mailto:antasiga-hojo@vesta.ocn.ne.jp
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※ 受付完了後に、ツアー催行日、参加人数（減員のみ可、増員は不可）や観光周遊施設

等の変更があったとしても、助成要件を満たす範囲内での変更であれば、再度利用申請

書を提出する必要はありません。 

  上記の場合であっても、受付完了後の内容と同一性を著しく失うような大幅な変更に

より、再度確認を必要とする場合は、滋賀県旅行業協会に相談の上、返送された利用申請

書を添付し、新たに利用申請書を提出してください。 

ただし、実績報告兼助成金請求時に、利用申請額以上の助成金請求はできません。 

※ 期限内に実績報告書兼助成金請求書の提出がない場合、助成金を支払うことができな

い可能性がありますので、必ず当該ツアー帰着後２週間以内に提出をしてください。 

※ 実績報告書兼助成金請求書の内容確認に時間を要する場合、当該助成金の支払いが遅

れる可能性がありますので御留意ください。 

 

  ② 利用申請の取り下げについて 

   利用申請書の受付完了後に、ツアーの中止や変更等により助成要件を満たさなくなる場合

は、ツアー催行予定日の前後１週間以内に滋賀県旅行業協会へ利用申請取下届（様式第２号）

を提出してください。 

 

（11） 助成事業者の義務  

助成事業を実施する際には、以下のことに注意してください。 

① 下記の期間内に利用申請書を提出してください。 

○募集型企画旅行・・・ツアー予定日の２週間前から１週間前まで 

○受注型企画旅行・手配旅行・・・ツアー予定日の２か月前から１週間前まで 

② ツアー催行後、２週間以内に実績報告書兼助成金請求書を提出してください。なお、助成事

業の完了検査のため、実地検査を行うことがあります。 

③ 利用申請の受付完了後に、申請を取り下げる場合は、ツアー催行予定日の前後１週間以内

に滋賀県旅行業協会へ利用申請取下届を提出してください。 

④ 経理等の証拠書類は整理し、助成事業終了後５年間保存してください。 

 

 

（12） その他  

① 助成金の事務において、疑義が生じた場合には追加で資料の提出を求める場合があります。 

② 当要領や関係規程に定める規定に違反する行為がなされた場合や、記載事項および関係書類に 

おいて虚偽が判明した場合は、助成金の返還を求める場合があります。 

  ③ 不正受給等が判明した場合には、捜査機関への通報等を行う場合があります。 
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【別表１】 

有料観光施設 

対 象 

美術館、水族館、博物館、資料館、科学館、体験施設、農業公園、植物園、城、城跡、

神社仏閣、史跡、庭園、ゴルフ場、キャンプ場、工場見学など 

 

※上記以外で有料観光施設として対象となるかについては、個別に判断します。 

※対象は、１人あたりに対し入場料、拝観料等の料金が発生する観光施設とします。な

お、ツアーに参加していても、観光施設で料金が発生しなかった者は助成対象になりま

せん。 

 

 

【別表２】 

ロープウェイ・ケーブルカー・リフト等 

対 象 

 

①びわ湖バレイ、箱館山ゴンドラ、坂本ケーブル、八幡山ロープウェイ、賤ヶ岳リフ

ト、スキーリフト 

 

②近江鉄道、信楽高原鐡道、京阪石山坂本本線 

（※②の「鉄道」に関しては、ツアー行程の中に「観光周遊素材」として組み込むこ

とが必要です。） 

【例】彦根市発着 

近江牛昼食と信楽高原鉄道 乗車体験（貴生川駅～信楽駅）観光バスツアー 

 

※上記以外でロープウェイ等として対象となるかについては、個別に判断します。 

※対象は、１人あたりに対し運賃、利用料等の料金が発生する観光施設とします。 

 

 

【別表３】 

湖上観光 

対 象 

 

①観光遊覧船等 

例：ミシガンクルーズ、LAGO クルーズ、びわ湖疏水船、八幡堀めぐり、水陸両用バ

ス Discovery Japan in びわ湖ツアー 

 

②湖上で体験するアクティビティ等 

例：ヨット、カヌー、カヤック、SUP（スタンドアップパドルボード） 

 

※上記以外で湖上観光として対象となるかについては、個別に判断します。 

※対象は、１人あたりに対し乗船料、利用料等の料金が発生する施設・アクティビティ

とします。 

 

 

 


